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令和５年度 関ブロ地区子ども会ユース・リーダー研究協議会

[令和５年度 関東甲信越静地区子ども会ユース・リーダー研究協議会]が、全子連ビルで開催され、

栃木県代表の２名のユース・リーダーが参加しました！

「ユース・リーダー活動に関する情報交換」「ユース・リーダーに求められている役割とは？」について

関ブロ地区10県からの参加者がグループごとに話し合い、発表を行いました。

他県の活動状況を知る貴重な機会となり、栃木県から参加した２名のユース・リーダーも他県のユー

ス・リーダーの皆さんと活発に意見交換をしました。

４月２１日(日) 10：20～ 第１回理事会     教育会館１階 中会議室

４月２１日(日) 9：30～ 第１回市町子連会長会議 教育会館１階 中会議室

５月１９日(日) 10：00～ 県子連総会  教育会館３階 大会議室

２月２４日(土) 全子連ビル 11：00～

今回の学びを還元できるよう、栃木県の
ユース―・リーダー、ジュニア・リーダーの
活動と共有し活かしていくことを期待して
います。

県子連Y.L
須藤 さん

県子連Y.L
水谷 さん

☆栃木県子連インスタグラム

☆栃木県ユース・リーダーインスタグラム

を開設しました！！日々の活動やお知らせなど

を中心にアップしていきます。

お時間がある時に、ぜひご覧ください♪
ユース・リーダー

QRコードを
読み込んで
ください♪

栃木県子連

INFORMATION

※令和５年度の安全共済会加入申込は３月１５日(金)で、締め切らせていただきます。

それ以降に加入希望者がいる場合は、県子連までご連絡ください。



足利市青少年育成会連絡協議会

【子どもリーダーチャレンジ】 R5.７/２９・３０
国立赤城青少年交流の家で宿泊活動を行い、
自然の中で創作活動など様々な体験をしました。

栃木市岩舟子ども会育成会連絡協議会

【こどもフェスティバル(おかしつり)】R5.7/8

栃木市大平子ども会育成会連絡協議会

【大平こどもリーダー研修会】 R5.７/26・27
野外炊飯・キャンプファイヤーなどの体験活動をと
おして、リーダーとしての知識や技術を学びました。

【子どもの権利条約の成り立ち】

 １９８９年、国際連合の総会で、加盟国すべての国が賛成して成立しました。現在１９６の国と地域が

この条約に入っていて、世界でもっとも広まった人権条約です。日本は１９９４年のこの条約を批准し

ています。子どもの権利条約では、子どもは18歳未満をさします。

広報紙の原稿をご紹介します

参考ホームページ 公益財団法人 日本ユニセフ協会 https://www.unicef.or.jp/crc/kodomo/

子どもの権利を考えようvol.２

どのお菓子
が釣れるか
ドキドキしな
がら「おかし
つり」を体験
しました。

栃木市子ども会育成会連絡協議会

【おやこウォークラリー】 R5.11/3
チェックポイントを歩いて回り、栃木市の歴史や防災な
どのクイズに挑戦し、楽しく学ぶ事ができました。

【子どもの権利条約の４つの原則】
①差別の禁止（差別のないこと）

すべての子どもは、子ども自身や親の人権や国籍、性、意見、障がい、経済状況など…どんな理由でも差別   

されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

②子どもの最善の利益（子どもにとって最もよいこと）

子どもに関することが決められ、行われるときは、「その子どもにとって最も良いことは何か」を第一に考

えます。

③生命、生存および発達に対する権利（命を守られ成長できること）

すべての子どもの命が守られ、もってうまれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活

への支援などを受けることが保障されます。

④子どもの意見の尊重（子どもが意味のある参加ができること）

子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に

応じて十分に考慮します。
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